
｢山鹿市過疎地域持続的発展計画（素案）｣に関する意見募集の結果及び市の考え方につい

て 

 

令和８年２月９日  

山鹿市総務部政策調整課 

 

｢山鹿市過疎地域持続的発展計画（素案）｣について、市民の皆様からのご意見等を募集しま

したので、寄せられましたご意見等の概要と、これらに対する市の考え方を下記のとおり公表

します。 

ご意見等をお寄せいただきありがとうございました。 

 

記 

１ 募集期間 令和７年１２月２５日（木）～令和８年１月２３日（金） 

２ 意見の件数 ４件（２人） 

３ 意見の取扱い ①計画案に反映する ②施策反映させるための参考とする 

 ③反映できない ④その他 

４ 意見・提案の概要と市の考え方 

No 意見・提案の概要 市の考え方 
取扱 

区分 

1 

山鹿市の希少な温泉資源を、少

子化対策と若年世帯の移住・定住

促進に生かすため、市内温泉施設

を定額制や回数券方式で利用でき

る制度を創設してはどうでしょう

か。 

高校生まで医療費が無料である

本市の強みと組み合わせること

で、治療だけでなく予防医療の視

点を取り入れた子育て支援として

位置付けられると考えます。 

あわせて、親子や多世代の交流

促進、温泉施設の利用者増加によ

る地域経済への波及効果も期待で

きます。 

温泉という他自治体には容易に

まねできない資源を活かした本施

策は、山鹿市ならではの子育て支

援として地域の魅力向上や若年世

帯の移住・定住促進につながると

考えます。 

 

ご意見ありがとうございます。 

本市は、全国的にも貴重な温泉資源

に恵まれており、本市の強みとしてい

かに地域の活性化、ひいてはこどもた

ちの健やかな成長と子育て世帯の支援

に繋げていくかは重要な課題であると

認識しております。 

温泉の利用を現行の医療費助成制度

と直接的に連携させ、医療費抑制に大

きく影響を与えるものとして位置付け

るには根拠と具体的な効果検証による

慎重な検討が必要であると考えます。

しかし温泉の利用が心身のリフレッシ

ュやリラックス効果をもたらし、結果

として健康維持に寄与することは大い

に考えられます。 

ご提案の趣旨である温泉資源を通じ

た子育て支援は本市の独自性を打ち出

す支援として有効であると考え、令和

７年度より出産後１年以内の産婦を対

象に温泉でリフレッシュし、地元産の

食材を活かした食事を楽しんでいただ

く産後リフレッシュ事業を開始してい

② 



ます。 

何よりも重要なのは子育て世帯やこ

どもたちが本当に求めている支援とは

何か、どうすれば温泉をより効果的に

活用できるかという、当事者目線のニ

ーズ把握であると考えます。引き続

き、市民の皆様のご意見を伺いなが

ら、既存のサービスとの整合性も踏ま

えつつ、山鹿市ならではの特色ある子

育て支援に向けて努力を重ねてまいり

ます。 

2 

若年層の転出超過が続いている

要因の一つとして、地元での就業

機会が限られていることが挙げら

れます。そこで、地理的制約を受

けにくいリモートワークを活用し

た雇用創出と人材育成を計画的に

進めてはどうでしょうか。 

この取組により、若者世代が山

鹿市に住み続けながら働ける環境

が整い、子育て世代を含めた定住

促進や、将来的な起業・地域内雇

用の創出につながることを期待し

ます。 

ご意見ありがとうございます。 

ご指摘のとおり、本市では若年層の

転出超過が続いており、地域内におけ

る就業機会が限られていることも、そ

の要因の一つであると考えておりま

す。 

こうした状況を踏まえ、令和３年度

からは市内小・中学生を対象とした企

業見学会、平成３０年度からは高校生

を対象とした企業ガイダンスを実施す

るなど、地元定着や地元就職の促進に

つながる取組を進めているところで

す。 

また、新たな企業誘致に向けて工業

団地を整備しており、令和１１年度の

分譲を予定しています。 

ご提案のあったリモートワークを活

用した雇用創出等については、山鹿へ

の定住促進や多様な働き方の推進につ

ながる可能性があるものと考えられま

す。 

一方で、具体的な施策を実施するに

あたっては、地域の実情やニーズの把

握を行うとともに、事業効果や財源の

確保等について整理・検討も必要であ

ると考えております。 

市としても、若者の転出超過は極め

て重要な課題であると認識しておりま

す。 

そのため、今回いただいた貴重なご

意見も参考にさせていただき、人材に

② 



対する企業ニーズやリモートワーク推

進に係る国・県の施策動向、他自治体

の取組事例等を踏まえつつ、引き続き

本市の施策を検討してまいります。 

3 

本計画の実効性を高めるため、

行政主導の施策に加えて、地域課

題を身近に感じている市民の視点

や発想を、継続的に施策へ反映で

きる仕組みを構築してはどうでし

ょうか。 

【仕組みのイメージ】 

① 市民提案の募集 

② 小規模・短期間での試行的実

施 

③ 効果検証・共有 

④ 継続施策や制度への反映 

この仕組みにより、地域の実情

に即した施策創出が可能となり、

市民の当事者意識の向上や、行政

と市民の協働関係の強化、将来的

な地域人材の育成にもつながると

考えます。 

ご意見ありがとうございます。 

今後、更なる人口減少が見込まれる

中で、地域課題に的確に対応し、持続

可能なまちづくりを行うためには、市

民、企業、団体、行政がそれぞれの役

割を果たし、協働してまちづくりに取

り組むことが欠かせません。 

本市では市民の皆様との意見交換や

意見募集の場として、各種審議会やパ

ブリックコメント等を設けており、引

き続きこれらの制度を通じて市民の皆

様の視点や発想を施策に反映するとと

もに、より広く柔軟な提案機会の創出

についても検討してまいります。 

② 

4 

過去 10年程各課が行ってきたい

ろいろな事業を整理して再確認す

る必要があると思います。 

また、各団体の青年部や消防団

等これから先 30～50年山鹿で生活

する人達から意見を聞いてはどう

でしょうか。 

ご意見ありがとうございます。 

本計画の上位計画であり、本市のま

ちづくりの指針となる第 2次山鹿市総

合計画（平成 28年度～令和 7年度）で

は、将来都市像の実現に向けた基幹施

策等について、毎年度その成果指標に

基づく進捗状況等を評価・検証してい

ます。また、「前期基本計画（平成 28

年度～令和 2年度）」で実施した施策に

関しては、市民意識調査に基づく評価

と行政内部での検証結果を考慮し、「後

期基本計画（令和 3年度～7年度）」の

施策内容や目標値に反映しています。

※検証結果は後期基本計画に掲載。 

現行の総合計画は、令和 7年度をも

って計画期間が終了することから、実

施期間 10年間にわたる取組の総合的な

評価・検証を実施する予定です。 

また、本計画では、現計画に定める

基本目標の達成状況等について、令和 6

② 



年度に中間評価を実施し、その結果を

公表しています。計画期間（令和 3年

度～令和 7年度）の最終評価について

も実施のうえ公表する予定です。 

さらに、第 3次総合計画の策定にあ

たっては、市民向け及び高校生向けの

ワークショップを開催し、本市が目指

すべき将来像について幅広い視点で意

見交換を行い、結果を計画に反映しま

した。これらの内容は、本計画の策定

にあたっても参考としているところで

す。 

今後も、若年層や各団体を含めた幅

広い市民の皆さまとの意見交換の場を

設け、山鹿市のまちづくりに反映して

まいります。 

 


